
  

 

 
 

令和 8 年 4 月 23 日 

 

 

市内で病児保育ができるようになりました 

 ～市内初の病児対応型の施設が開設～ 

 

保護者の子育てと就労の両立を支援するため、こどもが病気の「回復期に至らず、当面の症

状の急変が認められないとき」に医療機関と連携した専用の施設で、保育士や看護師が一時

的にお預かりするサービスです。 

 

 

 

 

 

 

 

1．利用料金 １時間あたり 100 円 

２．利用日時 月曜日から金曜日（土、日、祝日、年末年始は除く） 

午前９時から午後４時３０分まで 

３．対象施設 後閑あさひ保育園 

４．利用方法 オンライン予約（電話でもできます） 

※市のホームページからアクセスできます。 

 

 

【問い合わせ】 

保健福祉部こども課こども育成係 

℡027-382-1111（内線 1161） 


